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広
報
7
月
号
で
お
知
ら
せ
の
と
お
り
昨

年
よ
り
協
議
を
進
め
て
き
た
当
別
・
月
形
・

新
篠
津
任
意
合
併
協
議
会
は
、
３
町
村
の

合
併
協
議
に
対
す
る
考
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
こ
と
か
ら
６
月　

日
を
も
っ
て
解

３０

散
し
ま
し
た
。

　

少
子
高
齢
化
な
ど
厳
し
い
社
会
情
勢
の

中
で
、
合
併
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、

行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
任
意
合
併
協
議
会
の
解
散
に
よ

り
、
町
と
し
て
は
自
立
を
目
指
し
、
早
急

に
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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町
は
、「
第
４
次
総
合
計
画
」
に
基
づ

き
、
計
画
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
一
方
、「
行
政
改
革
大
綱
」
に
よ

る
、
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
長
引
く
不
況
の
影
響
か
ら
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�
�

�
を
迎

え
る
こ
と
に
加
え
て
、
国
が
進
め
て
い
る

「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
よ
り
、
地
方
交

付
税
の
大
幅
な
減
額
が
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
町
の
財
政
は
大
き
な
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。
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ご意見やアイディアは、企画部行財政改革担当
�23－２３９３　�25－５５５５
E-mail：gyoukaku@town.tobetsu.hokkaido.jp
までお気軽にお寄せください。
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平
成　

年
度
当
初
予
算
も
４
年
連
続
で

１６

緊
縮
予
算
の
編
成
と
な
る
な
ど
危
機
的
な

町
財
政
を
抜
本
的
に
立
て
直
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。
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個
性
豊
か
で
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
住
民
や
地
域
活
動

を
行
う
団
体
の
皆
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
ま
ち
づ
く
り
に
主
体
的
に
参
加
し
行
政

と
連
携
し
協
働
す
る
地
域
づ
く
り
を
進
め

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
主

導
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
事
務
事
業
や
行
政

組
織
を�
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�
簡
素
で
効
果

的
、
効
率
的
な
行
財
政
運
営
の
確
立
と
財

政
基
盤
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
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月
ま
で
に
素
案
を
ま
と
め
、
今
年
度

１１
内
に
決
定
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
計
画

期
間
は
『
総
合
計
画
の
残
り
の
期
間
』
の

�
��
�
�
ま
で
と
し
ま
す
。
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���������	
����　政策決定や計画策定
の際に住民の意見を広く取り入れるために、意思決定
過程の早い段階から住民参加のもとで策定などを進
めること。団体や住民との意見交換やアンケートの
実施など手法は様々です。
��������　様々な立場の人が参加し、一定の
ルールで、参加者一人ひとりが対等な立場で意見やア
イディアを出し合い、結果をまとめていくこと。

���������	�　少人数のグループに、司会進
行役がついて、あるテーマに沿って座談会形式で意見
を聞くこと。
���������	
　政策の立案や計画を策定する
際に、原案（素案）や参考となる資料を公表して、広
く住民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を
考慮しながら意思決定を行うとともに、意見に対する
考え方を公表すること。


